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◆基本的な考え方 

 生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂質型肥満）が関与しており、肥満に加

え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リ

スクが高くなる。特定健診受診促進による早期発見とともに重症化予防に向けた効果的な

保健指導実施を行うことで生活習慣病の発症予防、重症化予防を行う。 

 

◆実施方法 

1.実施場所 

 特定健康診査は、当健康保険組合健診センター及び契約健診機関で実施する。 

近隣に契約健診機関がなく、契約健診機関での特定健康診査の受診が困難な場合につ

いては、補助金方式により特定健康診査を受診できる機関で実施する。 

特定保健指導は、当健康保険組合健診センター及び契約保健指導機関で実施する。 

 

2.実施項目 

  実施項目は、法定の実施項目（基本的な健診の項目と、医師の判断によって追加的に

実施することがある詳細な健診項目）を実施する。 

 

3.実施期間 

 実施期間は、通年とする。 

 ただし、同一人につき年度内１回限りとする。 

 

4.外部委託の方法 

① 特定健康診査 

 一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会（以下、「東振協」という。）及び各健

診機関と委託契約を締結する。 
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② 特定保健指導 

東振協及び各保健指導実施機関と委託契約を締結する。 

 

5.周知・案内方法 

 ホームページに掲載して行う。 

 

6.結果の受領方法 

 特定健康診査の結果は、東振協及び各健診機関から電子データまたは紙データで 

随時（または月単位で）受領して、当健康保険組合で保管する。 

なお、補助金方式により実施した場合には、事業所または受診者から紙データで 

受領するものとする。 

特定保健指導の結果は、東振協及び各保健指導実施機関から電子データまたは紙 

データで随時（または月単位で）受領して、当健康保険組合で保管する。 

 

7.年間スケジュール 

４月 機関誌による受診方法等の広報 

１１月 前年度の実施結果の検証や評価、翌年度の事業計画の検討等 

１月～２月 評価結果や事業計画を受け、翌年度の委託契約の設定準備 

予算編成等 
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◆個人情報の収集 

1.記録の保存方法 

・データはサーバーに保存し、データベースの形で個人別・経年別等に整理・保管 

する。なお、データはバックアップを毎日とり、セキュリティ対策としてセキュリ 

ティソフトを利用する。 

 

2.保存体制 

・サーバーは、施錠設備のある当健康保険組合健診センター内、事務室において 

保管する。 

・保管期間は健診実施年から５年間とし、５年間を経過したものは破棄する。 

・データ管理責任者は、常務理事とする。 

・データの利用者は、当健康保険組合の職員に限る。 

なお、外部委託する場合は、データを利用する利用者、項目、範囲、目的、提供す 

る際の関係者の承諾、守秘義務等を契約書に明記することとする。 

 

3.管理に関するルール 

・測量地質健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。 

・当健康保険組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情 

報を外部に漏らしてはならない。 

 

 

◆特定健康診査等実施計画の公表・周知 

1.特定健康診査等実施計画の公表 

・当健康保険組合ホームページに掲載して行う。 

 

2.特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法 

・当健康保険組合機関誌及びホームページに掲載して行う。 

・算定基礎届等事務説明会にて周知を行う。 
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◆特定健康診査等実施計画の評価・見直し 

1.特定健康診査等実施計画の評価方法 

各年度の特定健康診査及び特定保健指導の実施率を実施年度の翌年１１月１日まで

に国へ報告することとなっているから、この国への報告の際の実施率と各年度の目標

実施率を対比し、達成状況を評価する。 

 

2.特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 

当計画については、当健康保険組合施設課において、毎年度の評価に基づき１１月

に見直しを検討する。 

見直しが必要な場合には、翌年度の事業計画への立案及び必要な予算の計上を行う

こととする。 

 

◆その他 

1.被扶養者に対して健康診断受診促進を行う。 

2.当健康保険組合に所属する医師、担当者等については、特定健康診査・特定保健 

指導の知見の向上を図るため、研修等に随時参加させる。 

 

 

◆目標 

令和１１年度までに特定健康診査受診率を８５％、特定保健指導実施率を４０％と 

する。 
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【特定健康診査】 

  R6 R7 R8 R9 R10 R11  

対象者数 

被保険者 19,635 人 19,635 人 19,635 人 19,635 人 19,635 人 19,635 人  

被扶養者 6,719 人 6,719 人 6,719 人 6,719 人 6,719 人 6,719 人  

合計 26,354 人 26,354 人 26,354 人 26,354 人 26,354 人 26,354 人  

実施者数 

被保険者 18,280 人 18,319 人 18,398 人 18,516 人 18,673 人 18,869 人  

被扶養者 3,198 人 3,238 人 3,291 人 3,358 人 3,438 人 3,532 人  

合計 21,479 人 21,558 人 21,689 人 21,874 人 22,111 人 22,401 人  

受診率 

被保険者 93.1% 93.3% 93.7% 94.3% 95.1% 96.1%  

被扶養者 47.6% 48.2% 49.0% 50.0% 51.2% 52.6%  

合計 81.5% 81.8% 82.3% 83.0% 83.9% 85.0%  

前年度対比 

（受診率） 

被保険者 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0%  

被扶養者 0.3% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4%  

合計 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1%  

         

【特定保健指導】  

  R6 R7 R8 R9 R10 R11 
 

 

対象者数 

動機付け 1,677 人 1,616 人 1,559 人 1,505 人 1,453 人 1,403 人  

積極的 2,125 人 2,049 人 1,976 人 1,907 人 1,842 人 1,778 人  

合計 3,802 人 3,665 人 3,535 人 3,412 人 3,295 人 3,181 人  

終了者数 

動機付け 436 人 454 人 480 人 516 人 564 人 626 人  

積極的 435 人 455 人 485 人 525 人 576 人 646 人  

合計 871 人 909 人 965 人 1,041 人 1,140 人 1,272 人  

終了率 

動機付け 26.0% 28.1% 30.8% 34.3% 38.8% 44.6%  

積極的 20.5% 22.2% 24.5% 27.5% 31.3% 36.3%  

合計 22.9% 24.8% 27.3% 30.5% 34.6% 40.0%  

前年度対比 

（受診率） 

動機付け 1.6% 2.1% 2.7% 3.5% 4.5% 5.8%  

積極的 1.5% 1.7% 2.3% 3.0% 3.8% 5.0%  

合計 1.5% 1.9% 2.5% 3.2% 4.1% 5.4%  

 


